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芸術活動振興事業助成金の実績報告書の提出時期について是正を求
めたもの

　今回の監査において、助成事業者から提出された実績報告書を抽
出して確認したところ、要綱で定められている期間を過ぎて提出さ
れていたものが複数見受けられ、長いものでは１か月を過ぎていた
ものもあった。
　経済戦略局によれば、実績報告書については、助成対象外経費を
含め、精算を全て終えてから提出させており、経費の精算に日数が
かかり、10日以内に提出することが困難な事案があることから、助
成事業者に対し、実務上の期限として、１か月以内に提出するよう
に案内し、さらに、やむを得ない理由により報告が遅れる場合は、
１か月を過ぎるものも受領しているとのことであった。

【指摘事項】
　経済戦略局は、実績報告書の提出期限について、精算・報告に要
する期間を考慮の上で交付規則に沿ったものとなるよう、要綱を改
定するなどし、要綱と実態が異なることのないように取り組まれた
い。

・過去の実績報告書の提出日及び会計規則を参考に、実績報告書の
提出期限を助成事業の完了後30日以内とするよう、令和６年１月31
日付けで「大阪市芸術活動振興事業助成金交付要綱」を改定した。

・今後は、要綱で定めた期限内に実績報告書を提出させるよう徹底
する。

・実績報告書の提出については、進捗管理表による進捗管理を徹底
し、適宜督促することにより遅滞のないようにする。

措置済 令和６年４月１日
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